
令和７年度以降の取組に向けてご意見をお願いいたします

① 相談窓口の認知度向上について

② 本人の権利擁護および適切な制度利用の観点から

支援者に求められる視点やスキルについて

③ 自分の携わる分野で今後実践したい権利擁護に資する取り組みについて

資料４



【参考資料】 成年後見制度利用促進にかかる松戸市の取組について

① 広報機能

② 相談機能

③ 利用促進機能

④ 後見人支援機能

⑤ その他

◎ 成年後見制度地域巡回・個別相談会実施 ／ 一次相談窓口職員向け研修会実施

◎ 「支援者向け成年後見制度活用に向けた手引き」作成・改訂

◎ 市役所連絡通路にて権利擁護について周知

◎ 相談窓口周知のためのチラシ・ポスター配布（金融機関、医療機関、各種講演会）

◎ 「松戸市成年後見相談室」にて市民・支援者からの相談対応

◎ 申立までの切れ目のない支援体制の検討（ケース会議等への専門職派遣事業等）

◎ 「支援者向け成年後見制度活用に向けた手引き」改訂（選任後の動き・職務など）

◎ 市民後見協力員の養成

◎ 成年後見相談室にて「成年後見制度勉強会」実施

◎ 一次相談窓口職員を対象としたアンケート実施（就任後の連携、親族後見人支援など）

◎ 親族後見人のニーズ把握 （相談内容の確認）

◎ 後見人選任後の体制について意見交換

◎ 公的支援の実施状況報告

◎ 地域ケア会議からみる制度の課題に関する共有
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